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令和６年度事業計画 

  

Ⅰ 事業方針 

 

   令和６年度は、「第三次防府市地域福祉計画・防府市地域福祉活動計画（令和３年度～令和７年度）」

が策定から４年目を迎える。その計画の基本理念である「誰もが安心して 明るく楽しく暮らしていけ

る まちづくり」の実現に向けて、地域住民、ボランティア、行政、福祉施設、福祉関係機関などと連

携を図りながら、計画に基づき、地域福祉活動の推進に努める。次期計画となる「第四次防府市地域福

祉計画・防府市地域福祉活動計画」の策定に向け、地区座談会等を開催し、地域ニーズの把握に努める。 

   また、「第二次防府市社会福祉協議会発展・強化計画（令和３年度～令和７年度）」も同じく策定から

４年目を迎える。社会福祉協議会の持続的な発展を目指すため、計画期間の終盤における年度毎の具体

的な計画を着実に実行する。 

   加えて、本会事務局は令和６年１２月に市役所別棟に移転することから、かねてより進めてきた移転

プロジェクトを完遂するとともに、防府市と強固な連携を行うことにより、様々な課題に取組んでいく。 

 

Ⅱ 重点項目 

 

１ 第三次防府市地域福祉活動計画の推進 

    「ひとづくり」・「環境づくり」・「しくみづくり」の着実な推進 

２ 第二次防府市社会福祉協議会発展・強化計画の推進 

    法人運営部門・地域福祉部門・生活支援部門の着実な推進 

３ 小地域福祉活動事業の展開強化 

     地区社会福祉協議会の支援、小地域福祉活動の強化 

４ 地域における総合相談・生活支援体制の強化、確立 

     防府市自立相談支援センターの機能充実、防府市成年後見センターの運営 

５ 経営管理（ガバナンス）の強化と経営の透明性の確保 

     事務所移転プロジェクト、組織体制の整備、人事管理の適正化 
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Ⅲ 具体的事業 ※〔 〕：昨年度当初予算 

【法人運営部門】 

１ 法人運営事業             １２９，４５４千円〔１１２，３８１千円〕 

内訳（市補助金：84,302 千円、会費：9,761 千円、福祉資金取崩：10,000 千円、 

繰越金 13,104 千円、利息他：12,287 千円） 

防府市社会福祉協議会を運営していくために、次の事業を実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（1）第二次防府市社会福祉協議会

発展・強化計画の推進 

 

 

 

 

（２）法人運営事業 

①事務所移転 

 

 

 

 

 

 

 

②組織体制の整備 

ア 会員の増強 

 

 

 

 

イ 評議員会及び役員会等

の開催 

 

 

 

ウ 役職員等の研修 

 

 

 

 

 

 計画は 6年目に入るため、再度

確認し、経営基盤の安定・強化、

人材育成・人事管理等について、

法人運営、地域福祉、生活支援そ

れぞれにおいて取り組む。 

 

 

令和６年１２月末までに、書類

や備品の整理をして、不要なもの

を処分する。移転後は、必要な諸

手続き並びに職場環境の整備に努

める。 

  

 

 

社会福祉協議会活動の「見える

化」を進めるとともに活動の周知

を図り、一般会員、特別会員、団

体会員及び賛助会員の増強を目指

す。 

 

三役会（会長、副会長、常務理

事）、評議員会、理事会、監査会、

評議員選任・解任委員会を開催す

る。 

 

役職員等に情報提供するととも

に各種研修会への参加を促す。 

 

 

 

 

 経営・組織の持続的な発

展強化につながる。 

 

 

 

 

 

事務所移転により、行政

と同じ敷地内で業務を行う

ため、コミュニケーション

や連携がスムーズとなる。

また、職場環境を整備する

ことで、サービスの質を向

上させることができる。 

 

社協活動への理解及び財

源の確保につながる。 

 

 

 

 

評議員会及び役員会等の

開催により本会の適正な運

営とガバナンス強化が期待で

きる。 

 

 社協の経営ビジョンを

身に着け、社会福祉に関す

る新しい情報を得ること

が期待できる。 
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エ 諸規程等の整備 

 

 

 

オ 組織運営の強化 

 

 

 

 

カ 広報啓発活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   キ 非常時体制の強化 

 

 

 

 

 

 

③財務状況の適正化 

ア 会計及び財務管理等の

適正な実施 

 

イ 新規事業等の活用 

 

 

④人事管理の適正化 

ア 労務管理の適正化 

 

 

 

 

イ 職員の育成 

法人の諸規程等の整備を行い、

適正な法人の運営を図る。 

 

 

組織管理体制及び業務管理体制

の確立に努める。 

 

 

 

広報紙「社協だより防府」（年

６回・偶数月）の発行やホームペ

ージによる広報活動の充実を図

る。 

ホームページ及びＳＮＳを活用

し、市社協の取り組みや地域活動

を発信する。 

 

 

 

 

 令和５年度に策定した事業継続

計画（ＢＣＰ）に基づき、職員間

で情報共有をして、自然災害や感

染症対応に備える。 

 

 

 

 

会計、税務及び財務管理等を引

き続き適正に実施する。 

 

新規受託事業及び新規補助事業

等に積極的に取り組む。 

 

個人の目標設定（業績評価）や

勤務状況評価（能力評価）並びに

上司アセスメント（上司評価）等

により適正な労務管理を行う。 

 

 

職員育成計画に基づき、担当業

法人運営の基盤強化及

びコンプライアンスの強

化につながる。 

 

事業を効果的・効率的に

推進するための適正な事務

局体制の整備や人員配置が

期待できる。 

 

 最新の福祉情報及び身

近な福祉活動等を広報誌

で提供することで、幅広い

世代への周知拡大につな

がる。 

 また、ホームページや 

ＳＮＳを活用することで、

潜在層への認知拡大及び

法人の信頼性の向上につ

ながることが期待できる。 

 

 有事の際における業務

の優先順位及び業務フロ

ーを定めることで、非常時

の対応について共通認識

が図られ、スムーズな対応

ができる。 

 

 

会計の適正化及び経営

改善につながる。 

 

新たな財源の確保につな

がる。 

 

組織全体の目標を、部門

及び個人の目標に反映させ

て業務を明確化するととも

に、相互評価により、組織

の活性化を図る。 

 

職位や職務に応じ知識、
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⑤表彰等に関する事業 

 

 

 

 

 

   ⑥地区社協活動支援への助 

    成 

 

 

 

 

 

 

（３）福祉センター運営事業 

①福祉センターの利用 

 

 

 

②福祉機器の貸出 

 

 

 

 

（４）苦情解決への対応 

①苦情解決窓口及び苦情解

決第三者委員の活用 

 

務に応じた研修への参加を職員に

促しながら、研修状況を把握し、

職員一人ひとりのスキルアップを

目指す。 

 

防府市社会福祉協議会表彰規

程による社会福祉事業功労者の表

彰及び山口県社会福祉協議会会長

表彰、全国社会福祉協議会長表彰

候補者を推薦する。 

 

特別会費を財源として地区社会

福祉協議会が実施する在宅福祉強

化事業に助成する。また、特別会

費の目標口数超過の会費納入分

は、地区社会福祉協議会の自主的

な活動費として助成する。 

 

 

 

 福祉センターが利用終了となる

令和６年１１月末まで、団体等の

活動拠点として活用してもらう。 

 

車いす、松葉杖及び杖等の福祉

機器の一時的な貸し出しを行う。 

 

 

 

 

福祉サービスが適切に提供され

るよう利用者からの苦情に対し、

適切な対応をしていく。 

技術等の習得など資質向

上が図られ、事業の充実に

つながる。 

 

 

 社会福祉事業功労者への

感謝を示すことで社会福祉

の振興発展につながる。 

 

  

 

在宅福祉サービスが充

実するとともに、各地区社

協に合わせた独自の活動

を展開することができる。 

 

 

 

 

 

 福祉センターを利用し

ている団体の活動拠点や

交流の場となる。 

 

けが等により日常生活

に困難が生じた際、一時的

に活用してもらうことが

できる。 

 

 

福祉サービスへの利用

者の満足度を高めるとと

もに、利用者個人の権利を

擁護できる。 
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２ 善意銀行事業                 ８，７２６千円〔８，２４６千円〕 
内訳（寄付金：4,000 千円、繰越金：4,696 千円、利息：30 千円） 

    地域福祉活動の自主財源を確保するために、次の事業を実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）善意銀行事業の強化 

 

 

 

（２）善意銀行事業の啓発 

 

 

 

 

（３）印刷サービスの実施 

 

 

 

 

（４）善意の箱の設置拡充 

 

 

 

 

（５）物品寄付の受付・譲渡 

 

寄付金を確保するために新たな

手法について検討する。 

 

 

広報活動等により寄付金の使途

等を明瞭化する。 

 

 

 

香典返しの寄付者に対し、寄付

金額に応じてお礼はがきを印刷す

る。 

 

 

既存のスーパー及び郵便局、飲

食店等に加え、新たに善意の箱設

置場所を新規開拓する。 

 

 

不要となった子育て用品や介護

用品の寄贈を受け、必要としてい

る市民に譲渡する。 

 

 

新たな寄付金の開拓によ

り、財源の充実強化が期待

できる。 

 

寄付金による事業の理解

が得られ、寄付金の増額に

つながることが期待でき

る。 

 

 香典返しの一部が社会福

祉事業へ役立てられること

が伝わり、更なる寄付へと 

つながることが期待できる。

 

 市民が気軽に寄付でき

る環境をつくることによ

り自主財源の確保につなが

る。 

 

 リサイクルはＳＤＧｓ

の達成に向けた重要な取

り組みとなる。 
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【地域福祉部門】 

１ 地域福祉活動推進事業          １１，４１５千円〔１１，４５９千円〕 
内訳（市補助金：1,005 千円、市委託金：2,100 千円、会費：5,430 千円、寄付金：2,880 千円） 

     地域福祉の展開として、「福祉の輪づくり運動」を「困ったときにお互いが助け合える組織を地域で

つくろう」を合言葉に医療・保健・福祉関係をはじめとした様々な機関・団体との連携のもとに推進する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）防府市地域福祉活動計画の 

推進 

①第三次防府市地域福祉活動

計画の推進 

 

 

 

 

 

新②第四次防府市地域福祉活動

計画策定に向けた準備 

 

 

 

（２）地区社会福祉協議会の支援 

①地区社会福祉協議会研修

会の支援 

 

②地区社会福祉協議会会長

会議等の開催 

 

 

 

 

 

③福祉員及び友愛訪問グル

ープ員活動（友愛訪問活動

促進事業）の支援 

 

 

 

 

④地区社協活動支援への助 

 成 

 

 

 

 「誰もが安心して明るく楽しく

暮らしていけるまちづくり」を目

指し、住まい・介護・生活支援が

切れ目なく提供されるよう、住民

や専門機関、専門職等との連携、

協働を強化する。 

  

地区社会福祉協議会や地区民

生委員児童委員協議会、自治会と

連携し座談会を開催し、地域のニ

ーズや意見を把握する。 

 

各地区における地区社会福祉

協議会研修の開催を支援する。 

 

 

定期的に地区社会福祉協議会

会長会議及び情報交換会を開催

する。 

地区社会福祉協議会会長視察

研修を７～８月頃に開催する。 

 

 

地区内の福祉問題を把握し

て、関係者への連絡や協力を促し

ていく福祉員の活動及び在宅ひ

とり暮らし高齢者への訪問を行

う友愛訪問グループ員の活動を

支援し、周知を図る。 

 

 地区社会福祉協議会の活動を

支援するために活動費及び福祉

 

 

 

地域福祉の推進主体であ

る地域住民等が、地域福祉活

動を進めていくためのビジ

ョンを共有できるとともに、

複雑多様化する生活福祉課

題に対し連携して解決を図

ることができる。「地域共生

社会」「福祉の輪づくり運動」

の実現につなげる。 

 

 

 

各地区の状況に応じた地

域福祉の充実を期待できる。 

 

 

市社協及び地区社協との連

携強化を図ることができる。 

先進地の活動を視察する

ことにより、地区社協の活動

の振り返りや今後の新たな

活動への発展が期待できる。 

 

 福祉員と友愛訪問グルー

プ員がそれぞれの役割を担

うことで、地域におけるより

きめ細かな地域福祉活動が

展開できる。 

 

 

 地区社協活動の充実を図

ることができる。 
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（３）小地域福祉活動の強化 

①地域見守り・支え合い体制

強化事業の実施 

ア 生活関連事業者や関係

団体、住民と連携した見

守り活動の仕組みづくり

の支援 

イ 医療・福祉との連携によ

る見守り困難事例への体

制づくりの支援 

ウ 見守り活動等の担い手

研修会の開催 

エ 地域で孤立している人

を支えるためのネット

ワークづくり 

オ 地域で孤立している人

をなくすための取組支

援・情報発信 

 

②ふれあい・いきいきサロン

の設置及び活動支援 

ア ふれあい・いきいきサ

ロン応援ガイドの活用

促進 

イ ふれあい・いきいきサ

ロンへの講師派遣及び

レクリエーション機材

の貸し出し 

 

   ③在宅ひとり暮らし老人の

会の支援 

 

 

 

 

 

④多世代地域交流拠点とし

ての子ども食堂（地域食

堂）の活動支援 

員活動費を助成する。 

 

地域の誰もが住み慣れた地域

で安心して生活できるよう民間

関係機関、民間事業者等と連携し

て実施する。 

地域で孤立している人へアプ

ローチするための見守りの仕組

みづくり及び居場所づくりを実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小地域での仲間づくりの場と

なるサロンの設置促進及び継続

的な活動の支援を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

在宅ひとり暮らし高齢者を対

象に、在宅ひとり暮らし老人の会

を開催する地区社協を支援する。 

 

 

 

 

幸せます防府市こども食堂ネ

ットワーク協議会が活動のプラ

ットフォームとなり、他団体との

 

 

重層的な見守りネットワ

ークの構築を図ることがで

きる。 

地域で孤立している人に

対し、個別の課題を解決する

ために関係機関、団体等との

連携を図ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サロンが地域の拠点とな

り活性化することにより、交

流が深まるとともに健康な

高齢者が増え、世代間交流や

介護予防が期待できる。 

 

 

 

 

 

参加者同士の交流とリフ

レッシュを支援することで、

地域福祉関係者とのつなが

り強化となる。 

参加者の高齢化に伴う、介

護予防へもつながる。 

 

子ども食堂（地域食堂）は

子どもたちの支援に加え、多

世代交流拠点や住民による
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（４）地域福祉力の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）地域の社会福祉法人・社会

福祉施設等との連携・協働 

 

 

 

 

 

 

（６）福祉専門職コミュニティソ

ーシャルワーカー（ＣＳＷ）

の配置 

 

 

（７）防府市民生委員児童委員協

議会との連携及び支援 

 

 

 

 

 

 

 

協働を一層深めることで、各子ど

も食堂の活動を支援する。 

様々な困りごとや心配ごとを

抱える世帯等を対象に民生委

員・児童委員、福祉員、友愛訪問

グループ員及び自治会福祉部関

係者等と連携し、小地域での見守

りネットワーク活動を支援する。 

地域福祉（福祉の輪づくり運

動）推進セミナーと障害者福祉啓

発セミナーを令和６年 10～11 月

頃に合同で開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

様々な困りごとや心配ごとを

抱える人に対して、社会福祉法人

が相互に連携・協働し解決の方向

を見出す。 

防府市社会福祉法人地域公益

活動推進協議会の定例会等にお

いて、地域公益活動を支援する。 

 

幅広い相談支援ができるよう

に、コミュニティソーシャルワー

カーの養成研修会に参加し、体制

の整備を図る。 

 

定例理事会、部会（高齢者福祉

部・障害者福祉部・児童福祉部）

の研修会等を支援するとともに、

各地区民児協の定例会に参加す

る。 

 新任民生委員・児童委員を対象

とした研修会や、県社協主催の研

修会への参加を調整する。 

 

福祉の輪づくり運動の拡充

が期待できる。 

様々な困りごとや心配ご

とを抱える世帯等に対し、多

種多様な関係者が関わり情

報共有することで、支える大

きな力となるとともに個々

の負担軽減が期待できる。 

 地域福祉の担い手、関係者

の人材養成及び資質向上を

図ることができる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

社会福祉法人が地域にお

ける公益的な取組に対して

連携して実施できるネット

ワークづくりが推進され、多

くの生活課題・福祉ニーズへ

の対応が期待できる。 

 

 

 地域福祉中核組織の支援

をすることで、住民の困りご

とや複雑化した福祉課題を

解決することができる。 

 

福祉の輪づくり運動推進

の強化及び民生・児童委員の

資質向上につながる。 
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（８）防府市自治会連合会との連

携及び自治会福祉部の支援 

 

 

新（９）防府市文化福祉会館閉館

イベントの開催 

 自治会福祉部の設置促進に向

け、研修会等での説明及び活動等

を紹介する。 

 

防府市文化福祉会館が閉館す

るにあたり、これまでの思い出づ

くりと感謝を込めたイベントを

行政と協働して開催する。 

 

福祉の輪づくり運動を推

進することで、「地域共生社

会」の実現につながる。 

 

ボランティア団体や福祉

施設などと連携・協働して取

り組むことで、市民の福祉活

動への理解を促す。 

 

２ 老人福祉事業               ４０，２２８千円〔３９，３５３千円〕 
内訳（市補助金：32,500 千円、市委託金：7,154 千円、会費：304 千円、負担金：270 千円） 

高齢者の福祉増進のために、次の事業を実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）防府市からの受託事業の推

進 

①老人寝具乾燥事業 

 

 

 

 

②老人スポーツ普及事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③三世代交流事業 

 

 

 

 

 

④幸せます大学（老人大学

校）設置運営事業 

 

 

 

低所得の在宅寝たきり高齢者及

び在宅ひとり暮らし高齢者が日常

生活に使用する布団及び毛布等の

寝具乾燥を実施する。 

 

第５２回防府市いきいきシルバ

ーふれあいスポーツ大会を９月に

開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

市内全地区において高齢者が

中心となり、伝統工芸、特産品、

無形文化財等の伝承をとおして

地域における世代間交流を行う。 

 

 

 高齢者及び向老者を対象に、全

２０課程、計２か年にわたって講

 

 

 

保健衛生の向上を図るこ

とができる。 

 

 

 

高齢者がスポーツをする

ことで、健康を保持すると

ともに、積極性や協調性、

生きがいが高められる。健

康寿命をのばすことで社会

参加者の増加も期待でき

る。 

 

 

 

高齢者の豊富な経験と技

術を若い世代に伝承すると

ともに高齢者の生きがいを

高めることができる。 

 

 

講義と実習をとおして生

きがいのある豊かな老後の
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⑤地域住民グループ支援事 

 業 

 

 

 

 

 

 

（２）防府市からの補助事業の推  

進 

①総合社会福祉大会事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

②敬老会助成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高齢者福祉の推進 

①地域包括ケアシステムの

構築に向けての支援 

 

義と実習を行い、地域活動のリー

ダーを養成する。 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい・いきいきサロンに健

康運動指導士、歯科衛生士、管理

栄養士等を紹介、派遣する。 

ふれあい・いきいきサロンスタ

ート講習会を令和７年２月に開催

する。 

 

 

９月７日に第４２回防府市総合

社会福祉大会を福祉関係６団体が

主催で、表彰、記念講演及び福祉

展等を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

７５歳以上の高齢者を対象に、

各地区等で実施される敬老の日記

念行事等に対して地区社会福祉協

議会に助成を行い、活動を支援す

る。 

 

 

 

 

 

高齢者虐待防止ネットワーク会

議、認知症ワーキンググループ等

に参加し連携に努める。 

創造を図ることができ、地

域活動の実践者の養成につ

ながる。 

 

 

 

 

 

 

ふれあい・いきいきサロ

ンで健康運動等を行うこと

で介護予防につながる。 

地域に根ざしたふれあ

い・いきいきサロン活動を

継続的に実施することがで

きる。 

 

被表彰者に敬意を表する

とともに多数の市民へ福祉

への関心を高める機会につ

ながる。 

 

 

 

 

 

 

 

７５歳以上の高齢者を敬

い、長年の尽力に感謝の意

を伝えることができるとと

もに、身近な地域における

交流の増加が期待できる。

また、地区内の施設と連携

することで今後の地域福祉

活動の推進が期待できる。 

 

 

関係機関、団体等との連

携により、高齢者の尊厳保

持及び自立生活を支援する
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②認知症高齢者の支援 

 

 

 

 地域の見守り研修会等で支援方

法を確認する。 

ことが期待できる。 

 

認知症高齢者等が行方不

明になったときの早期発

見・保護の仕組みづくりが

期待できる。 

 

３ 障害福祉事業                 １，５５５千円〔１，２５１千円〕 
内訳（市委託金：1,555 千円） 

障害者の福祉増進のために、次の事業を実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）防府市からの受託事業の推

進 

①障害者スポーツ交流支援事 

 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②障害者レクリエーション

推進事業 

 

 

 

③障害者地域参加促進事業 

 

 

 

（２）防府市障害福祉団体連合会及

び障害者福祉団体活動の支援 

 

 

 

（３）精神保健に関する事業の支援 

 

 

 

第６２回防府市障害者体育大会

を６月に開催する。第２４回キラ

リンピック（山口県障害者スポー

ツ大会）への参加を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

在宅知的障害者（児）レクリエ

ーションを９月～１１月頃開催す

る。 

 

 

視覚障害者及び聴覚障害者を対

象に、研修会等を開催する。 

 

 

防府市障害福祉団体連合会の

障害者親睦卓球大会など障害者福

祉団体の行事等への参加協力及び

活動の支援を行う。 

 

精神保健研修会及びネットワ

 

 

 

障害者のスポーツへの参

加を促進することで、健康

増進、機能回復を図るとと

もに自立意欲の高揚、社会

適応性の向上につながる。 

 

 

 

 

 

 

知的障害者（児）の生活

の質及び社会適応性の向上

が図れ、参加家族間の交流

につながる。 

 

日常生活の向上及び社会

への積極的な参加が期待で

きる。 

 

 障害者の自立に向けての

活動につながるとともに交

流を図ることができる。 

 

 

 精神保健の理解及び関係
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 ーク会議等に参加し、関係機関と

連携して支援する。 

機関の連携強化につなが

る。 

 

４ 児童福祉事業                 １，１２７千円〔１，１６７千円〕 
  内訳（寄付金：1,127 千円） 

児童の福祉増進のために、次の事業を実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）「赤ちゃん文庫」事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）チャイルドシート貸出事業

の推進 

 

 

 

（３）小地域見守りネットワーク

活動の推進 

 

 

（４）子どもの居場所づくりの支

援 

 

 

 

 

 

 

 

（５）小学校新入学児童のお祝品

贈呈 

 

 

本年度に誕生する新生児全員

に、母子保健推進員による生後２

か月の家庭訪問時、山口県の絵本

作家作品を含めた絵本を贈呈す

る。 

 

里帰り等で６歳未満の幼児を乗

せる必要がある場合、１か月を限

度に貸し出しを行う。 

 

 

学校、老人クラブ及び地区社会

福祉協議会との連携及び活動を

支援する。 

 

子ども食堂の立ち上げや困り

ごとを抱えた食堂に必要な情報

提供を行う。 

 

 令和７年度の小学校新入学児

童全員に連絡帳入りクリアケー

 

絵本の読み聞かせをする

ことで未来を担う子どもの

健やかな成長につながる。 

母子保健推進員が訪問す

ることにより産後うつ等の

相談に応じることができる。 

  

  

 

 

 

年齢に適したチャイルド

シートの貸出によって安全

面の確保が図られ、帰省家族

の支援ができる。 

 

きめ細かい地域の見守り

体制が安心・安全な地域づく

りへとつながる。 

 

学習支援、食育、多世代交

流を提供する居場所づくり

を行うことで、児童の孤立・

孤独・孤食の解消となること

が期待できる。 

 

 

 

 

児童、学校及び家庭の連携

を日頃から図り、つながりを
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スを贈呈する。 強化することで、ＳＮＳの普

及に伴い発生する課題を発

見することが期待できる。 

 

 

５ ボランティアセンター事業               ２，４４２千円〔２，４３９千円〕 
内訳（市補助金：560 千円、県社協補助金：130 千円、会費：1 千円、 

寄付金：951 千円、負担金：800 千円） 

    市民のボランティア活動に関する理解と関心を深めるとともに、関係機関及び団体に対して福祉教

育等の育成支援を行い、福祉の推進に資するために次の事業を実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１） あらゆる人の社会参加を支 

援 

①ボランティアコーナーの設 

  置 

 

 

 

②ボランティア相談の受付 

 

 

 

 

 

③ボランティア研修の開催 

 

 

 

ア 音訳ボランティア講習

会 

 

 

 

イ ボランティア講座 

 

 

 

 

 

 

週２回ボランティアアドバイ

ザーを配置して、ボランティア

に関心のある人に対し、情報提

供及び情報交換の場を提供す

る。 

 

 

ボランティア活動を希望する

人及びボランティアの派遣を希

望する人の相談を受け付ける。 

 

 

 

 技術・技能を必要とするボラ

ンティアを養成するとともに活

動の場を提供する。 

 

視覚障害者への情報提供の手

段として、書かれた文字を音声

に訳すボランティアを養成する

講習会を通年で開催する。 

 

ボランティア養成ニーズに応

じた内容で、入門講座を開催す

る。 

 

  

気軽にボランティアの相談が

でき、ボランティア同士の 

交流の活性化により活動の開

始及び継続的な活動へとつな

がる。 

 

  

 ボランティアの調整をす

ることで活動の促進が図れ、

ボランティアを始めるきっ

かけづくりとなる。 

 

 

 ボランティアの確保及び

発掘につながる。 

 

 

視覚障害者に対する理解

が深まり、必要な知識の習得

及び録音技術の向上が図れ

る。 

 

ボランティアへの関心を

高めるとともに、ボランティ

ア活動についての知識を習

得することで、人材の養成に

つながる。 
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④ボランティア団体・個人の

活動支援 

ア ボランティアセンター

登録の実施 

 

 

 

イ ボランティア活動等保

険への加入促進 

 

 

⑤収集ボランティア活動の

強化 

 

 

（２）協働の推進 

①協働情報紙「まなぼら」の

発行 

 

 

 

 

 

 

②ボランティア行事への参

加協力 

 

 

③地域における福祉教育の

推進 

 

 

ア 福祉体験学習への支援 

 

 

 

 

 

ボランティア団体及び個人ボ

ランティアの登録を行う。 

 

 

 

様々なボランティア活動に対

応できるように各種保険プラン

を用意して加入を促進する。 

 

 収集方法の見直しを図るとと

もに、収集物の使途の「見える

化」に努める。 

 

 

ボランティア情報を提供する

ために防府市生涯学習課、防府

市市民活動支援センター及び防

府市社会福祉協議会（ボランテ

ィアセンター）が協働で作成し、

年４回（６月、９月、１２月、

３月）発行する。 

 

 防府ボランティア連絡会のボ

ランティアの集い等の行事に参

加協力する。 

 

社会福祉への理解と関心を高

め、社会奉仕・助け合い・地域

連帯の精神を育成する。 

 

学校における総合的な学習の

時間に地域活動につながる福祉

教育プログラムを地区社会福祉

  

 

 

 

 

 

 

 

継続的な活動支援が期待

できるとともに、活動を支え

るボランティア情報の発信

を適宜行うことができる。 

 

保険に加入することによ

り安心してボランティア活

動ができる。 

 

市民が気軽にボランティ

ア活動ができるとともに活

動の継続性が期待できる。 

 

 

ボランティアに関する情

報が三機関同時に掲載され

ることで情報を一元化し、幅

広く伝えることができる。 

 

 

 

 

ボランティア団体との連

携強化につながる。 

 

 

地域社会に対し、福祉教育

の啓発を図ることができる。 

 

 

福祉体験学習をとおして

社会福祉への関心を高め、助

け合いの精神を育成するこ
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イ 防府市青少年ボランテ

ィア推進委員会への協

力 

 

④企業等社会貢献活動の推 

    進 

 

     

ア 企業ボランティアモデ

ル事業所の支援 

 

 

 

 

⑤ボランティア推進機関と

の連携及び活動支援 

ア 防府市市民活動支援セ

ンター、防府市生涯学習

ボランティア相談コー

ナー等との連携 

イ 特定非営利活動法人 

（ＮＰＯ法人）との連携及 

び活動支援 

ウ 防府ボランティア連絡

会との連携及び活動支

援 

 

⑥災害ボランティア活動の

支援 

 

 

協議会及び地区民生委員児童委

員協議会と協働して提供する。 

ボランティアと調整しゲスト

ティーチャーを派遣する。 

 

  

 

 

 

 

高校・総合支援学校等の青少

年によるボランティア活動に協

力する。 

 

企業等が地域福祉活動に関心

を持ち、気軽に参加できるよう

情報提供等を行って支援する。 

 

企業ボランティアモデル事業

所の活動を支援する。 

（実施主体：山口県・山口県社

会福祉協議会・山口きらめき

財団） 

 

 ボランティア推進機関、ボラ

ンティア団体等と幅広く連携

し、活動を支援する。 

 市社会福祉協議会主催の研修

会への参加を周知するととも

に、各ＮＰＯ法人やボランティ

ア連絡会の事業のチラシを配布

し連携を促進する。 

 

 

 

 

 

災害時における被災者の生活

及び生活基盤の復興を支える災

害ボランティア活動を支援す

る。 

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容に福祉ボランテ

ィアの活動を提案できる。 

 

 

企業等が取り組む社会貢

献活動の充実や発展につな

がる。 

 

企業の社会貢献活動の広

がりと企業ボランティア活

動の促進を図ることができ

る。 

 

 

情報共有することで、新た

な発見や活動が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に災害ボランティ

アセンターの設置や、被災地

の災害ボランティアセンター

へ応援等ができる。 
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⑦県内連携による災害ボラ

ンティアセンター運営に

向けたＩＣＴの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧災害ボランティアセンタ

ー運営スタッフ養成講座

の開催 

 

 

 

 

 

 

 

（３）組織基盤の強化 

①ボランティア団体への助 

    成 

 

 

 

 

 

②２４時間テレビ「愛は地球

を救う」への協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害ボランティアセンター運

営にＩＣＴ活用が図れるよう、

県社協が主催するキントーンに

関する勉強会へ参加する。 

基本機能や災害支援アプリ機

能の理解、平時の活用方法の検

討等をする。 

ＩＣＴ活用状況に関するアン

ケート調査への協力や災害ボラ

ンティアセンター運営者養成等

への参加を図る。 

 

災害が発生したときに、災害

ボランティアセンターのスタッ

フとして活動できるよう、養成

講座を開催する。 

 

 

 ボランティア団体に活動費を

助成して活動を支援する。 

 

 

 

 

 

地域福祉のための資金を確保

し、活動が活性化するよう支援

する。高校生・短期大学生・専

門学校生による街頭募金を実施

する。 

 

 

 

 

 

県内で災害が発生した際

に設置される「災害ボランテ

ィアセンター」のより円滑、

効果的な運営が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防府市災害ボランティア

センター設置・運営する際

の、基本的な考え方や地域活

動状況を共有できる。 

 

 

 

 

 

 

 

継続的に安心して活動を

することができる。また、活

動の基盤強化をとおして、市

全体に対するボランティア

活動の波及と活性化を図る

ことができる。 

 

福祉活動推進の啓発及び

福祉意識の高揚を図ること

ができる。 
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【生活支援部門】 

１ 生活支援事業                 ３，６５１千円〔４，０７５千円〕 
内訳（市補助金：1,900 千円、県社協委託料：775 千円、会費：212 千円、利用料他：764 千円） 

地域における相談や援助活動の充実及び住民の参加による各種福祉サービス等の実施に向け、総合

的に推進する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）福祉総合相談事業 

①福祉総合相談の開催 

ア 心配ごと相談 

イ 労働・年金相談 

ウ 司法書士相談 

エ 弁護士相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

新②司法書士相談・弁護士相

談の受付における予約制

の導入 

 

③福祉総合相談窓口の広報

啓発活動の推進 

 

 

（２）有料在宅福祉サービス事業 

 

 

 

 

 

 

 

①利用会員及び協力会員の募 

    集 

 

 

 

常任相談員（民生委員・児童

委員）及び弁護士、司法書士、

社会保険労務士等の専門相談員

を配置し、相談を受ける。 

ア 毎週月～金曜日 

（9:00～12:00） 

イ 第１火曜日 

（9:00～11:00） 

ウ 第１・３水曜日 

（9:00～11:00） 

エ 第２・４水曜日 

（9:00～11:00） 

 

相談希望者の事前申込みを受

け付け、定員を超える場合は抽

選にて相談者を決定する。 

 

広報紙「社協だより防府」及

びホームページ等による啓発を

行う。 

 

市民福祉の向上を図ることを

目的に、住民参加型（会員制）

による、高齢者及び障害者など

家事援助サービスの支援が必要

な人（利用会員）に対し、ボラ

ンティア（協力会員）を有料で

派遣する。 

 

広報紙「社協だより防府」及

びホームページ等で市民に広く

募集する。 

 

 

関係機関と連携して各々の

問題解決に向けた相談に応じ

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者の待ち時間の負担が

軽減される。 

 

 

市内全域に広く事業の周知

を図ることができる。 

 

 

家事援助サービスが必要な

人に公的なサービスでは対応

できないサービスを行うこと

により、住み慣れた地域で安

心した生活を送ることができ

る。 

 

 

特に協力会員の増員によ

り、利用会員のニーズに応え

ることができる。 
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②協力会員研修会等の開催 

 

 

 

 

 

 

 

③広報啓発活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）福祉車両貸出事業 

 

 

 

 

（４）生活福祉資金の受付 

 

 

 

 

 

また、協力会員の募集につい

ては他部署と情報共有･連携を

図り、ボランティア活動希望者

への働きかけを行う。 

 

協力会員を対象に研修会や交

流会を開催する。 

 

 

 

 

 

 

市民対象の講座・講習会等でパン

フレット等を配布する。 

地域包括支援センター等のケア

マネジャー、福祉サービス事業所等

の相談員からの問合せに対して、当

該事業の説明を通して、理解促進を

図る。 

 

 

 

車いす利用者の日常生活の支

援として、福祉車両（ラクティ

ス、フレアワゴン、ＭＰＶ）の

貸し出しを行う。 

 

低所得者、障害者及び高齢者

世帯で生活に困難を抱える世帯

に対し、山口県社会福祉協議会

が行う生活福祉資金の受付を行

う。また、必要に応じて防府市

自立相談支援センターと連携す

る。 

協力会員として、地域活動

の場を提供できる。 

  

 

 

研修会で得た学びを当該サ

ービスや地域生活に生かすこ

とができる。協力会員が相互

に交流し、支援に関する情報

交換を行うことで、活動意欲

と支援技術の向上が期待でき

る。 

 

社会・地域活動に対して意

欲のある方々に広く周知する

ことできる。 

個別ケースに対応した説明

により、個別ニーズに沿った

サービス提供が可能となり、

関係者へのより深い理解を進

めるとともに情報共有を図る

ことができる。 

 

必要な医療支援等が受けら

れるとともに社会参加の促進

を図ることができる。 

 

 

貸付の活用により、対象世

帯の自立に向けた生活を支援

することができる。 

 

 

２ 権利擁護事業               １２，７３２千円〔１２，３８１千円〕 
内訳（市委託料：8,032 千円、県社協委託料：2,100 千円、負担金：2,600 千円） 

    日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）は、日常生活上の判断が十分できない人や日常生

活に不安のある人が、地域で安心して生活できるように、福祉サービスの利用援助やそれに伴う日常
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的な金銭管理などをする。また、苦情解決窓口により福祉サービスが利用者へ適切に提供されるよう

対処する。 

    法人成年後見受任事業は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等で、成年後見制度の利用が

必要にもかかわらず受け皿がなかったり経済的に報酬を支払うことが困難な場合に、法人が成年後見

を受任する。 

    成年後見制度をはじめとした市民の権利擁護の推進を図るために、令和３年４月に防府市から委託

を受けた防府市成年後見センターを運営する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）日常生活自立支援事業（地域

福祉権利擁護事業） 

①日常生活自立支援事業の

利用促進 

 

 

  

 

ア 相談者及び利用者への

支援 

 

 

 

イ 地域住民及び関係機関

等への周知 

 

 

 

ウ 必要に応じたケース会

議等の実施 

 

 

エ 専門員、推進員及び生

活支援員の資質向上 

 

 

 

（２）法人成年後見受任事業 

①法人成年後見の受任 

 

 

 

 

  

支援を必要とする人及びその

関係者に対し、日常生活自立支

援事業（地域福祉権利擁護事業）

について正しく理解し活用する

ことができるよう啓発する。 

 

各関係機関と連携しながら潜

在的ニーズを発掘する。相談者

及び利用者の意思を尊重し寄り添

って支援する。 

 

地区民生委員児童委員協議会

定例会及び市内の関係機関参加

の研修会等で事業を啓発する。 

 

  

ケース会議の開催、または他 

機関のケース会議に参加する。 

 

 

山口県社会福祉協議会主催の

専門員会議及び研修会へ参加する。 

生活支援員を対象に情報交換

会や研修会を開催する。 

 

 

低所得等の理由により他に後

見人の選任が困難な方の後見人

となり後見業務を行う。 

 

 

 

利用者のニーズに合わせた

支援と利用促進ができる。 

 

 

 

 

相談者及び利用者と信頼関

係を深めることで、よりよい

支援ができる。 

 

 

 地域住民及び関係機関の事

業に対しての認識を深め、事

業内容の浸透を図ることがで

きる。 

 

 関係者同士で情報共有をする

ことで、利用者の意思決定支援

を適切に行うことができる。 

 

 情報交換及びスキルアップ

につながる。 

 

 

 

 

成年後見制度の利用を必要

とする人が制度を利用しやす

くなる。 
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②法人成年後見受任事業の

利用促進 

 

 

 

 

③関係機関との協力体制の

構築 

 

 

 

④法人成年後見支援センタ

ー（山口県社会福祉協議

会）との連携 

 

 

（３）防府市成年後見センターの 

運営（中核機関） 

①成年後見制度の広報・啓 

    発 

 

 

 

 

②成年後見に関する相談受 

    付 

 

 

 

③支援方針会議の運営 

 

 

 

 

④成年後見制度利用促進機 

    能 

 

 

 

    

 

防府市成年後見センターと連

携しながら、後見が必要だが適

切な後見人等がいない人の後見

人となる。 

 

 

成年被後見人に対して円滑な

支援ができるよう関係機関と連

携する。 

 

 

法人成年後見支援センターが

主催する成年後見制度利用促進

研修会等に参加し、連携を強化

する。 

 

 

 

成年後見制度をより多くの方

に理解していただくための情報

を発信また、市民の方々をはじ

め、福祉関係機関の方々に対し

幅広く広報・啓発を行う。 

 

市民や福祉関係者からの相談

を受けて支援調整を行う。また、

申し立てに関する情報提供を行

う。 

 

相談を受付けたケースの中か

ら申立ての必要性の判断、必要

な支援方針について検討を行

う。 

 

福祉・法律の専門職団体等と

協力して、地域連携ネットワー

クの整備を図る。 

 

 

 

 

親族など他に適切な後見人

等がいない場合や経済的な理

由により後見人の選任が困難

な場合でも成年後見制度が利

用できる。 

 

連携することにより、困難

ケースの対応について相談す

ることができ、スムーズに進

めることができる。 

 

 研修会に参加することによ

り、職員のスキルアップを図

ることができる。 

 

 

 

 

成年後見制度を周知するこ

とで利用の促進を図ることが

できる。 

 

 

 

情報収集を行うことで相談

支援をより拡充させることが

できる。 

 

 

支援関係者、専門職などの

参加により現状把握、支援ニ

ーズや課題などを浮き彫りに

することができる。 

 

成年後見制度等が必要な人

の発見と、早期からの相談を

受けることで、地域の「チー

ム」への支援を通じて地域課

題の情報共有や支援策の検討

を行い、見守りや支援をする
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⑤先進地視察 

 

 

 

 

近隣の権利擁護・成年後見セ

ンターを視察する。 

 

ことができる。 

 

システムや機能などを知る

ことができ、センター運営の参

考にすることができる。 

 

３ 生活困窮者自立支援事業          １４，１２６千円〔１１，７７１千円〕 
内訳（市委託金：14,126 千円） 

    社会経済環境等の変化に伴い生活困窮者が増大し、問題が深刻化している。生活保護に至る前の段

階の自立支援策を強化するために防府市自立相談支援センターを運営する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）防府市自立相談支援センタ

ーの機能充実 

①自立相談支援センター及

び制度の周知 

 

 

 

 

 

 

②自立相談支援事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ア 地域のネットワーク

の構築 

 

 

 

イ 支援終了者への重点 

的フォローアップの 

 

 

 

広報紙「社協だより防府」、

ホームページ及び新たなチラシ

を作成し周知する。 

地区で開催される研修会等を

利用して事業内容について説明

する。 

 

 

アウトリーチにより潜在的な

対象者を発見し、生活保護に至

る前の段階から早期に支援す

る。 

ワンストップ型の相談窓口に

生活と就労に関する支援員を配

置し、自立に関する相談支援及

び事業利用のためのプランを作

成し、寄り添い型の支援を行う。 

 

様々な分野の既存社会資源と

連携し、また活性化を図り、不

足している社会資源を新たに創

出するために取り組む。 

 

新型コロナウイルス感染症生

活困窮者自立支援金受給終了者

  

 

 

幅広く市民に周知すること

により、制度について理解を 

深めることができる。 

 

 

 

 

 

早期発見し包括的・継続的

な支援を行うことにより、生

活困窮状態からの脱却ができ

る。 

 

 

 

 

 

 

対象者の早期発見及び把握

につなげることができる。 

地域住民が相互に支えあう

関係を構築できる。 

 

受給終了後においても、生

活困窮状態が継続している者



 

22 
 

実施 

 

 

 

③住居確保給付金の支給 

 

 

 

④一時生活支援事業の実施 

 

 

 

⑤家計改善支援事業の実施 

 

 

 

 

⑥就労訓練事業の推進 

 

 

 

⑦住宅確保の推進 

 

 

 

 

（２）生活困窮者に対する支援 

①無料職業紹介事業の推進 

 

 

 

②食料支援の体制づくり 

（フードバンク） 

 

 

等に対して、プッシュ型による

重点的なフォローアップを実施

する。 

 

住居を失う可能性がある対象

者に対し、有期で家賃相当額を

支給する。 

 

住居喪失者に対して支援方針

決定までの間、宿泊場所や食事

を提供する。 

 

家計再建に向けた相談、支援

を行い、必要に応じて資金貸付

と連携する。 

 

 

就労のきっかけをつかめるよ

う、近郊の認定就労訓練事業所

と連携する。 

 

 緊急的入居住宅を確保するた

め、市内の不動産業者等と連携

し、支援ネットワークを構築す

る。 

 

 

生活困窮者の求職に応じるこ

とができるよう求人の開拓に努

める。 

 

「フードバンク山口ほうふステ

ーション」と連携を図りながら、

寄付された食品の回収や保管を行

い、食べるものに困っている生活

困窮者に食料を提供する。 

 

に対し、必要な支援につなげ

ることができる。 

 

 

住居を確保することで対象

者が安心して就職活動をする

ことができる。 

 

 住居喪失者に対して、緊急

対応ができ、次の支援に結び

つけることができる。 

 

家計の問題点を整理し解決

策を共に考えることで、当人

の家計改善意欲を高め自ら家

計管理ができるようになる。 

 

直ちに一般就労が困難な人

に対して、就業の機会を提供

できる。 

 

ネットワークを構築するこ

とにより、緊急時の入居先が

確保しやすくなる。 

 

 

 

それぞれの人材に適した条

件の就職先を見つけることが

できる。 

  

生活困窮者に食料を提供す

ることで、緊急的な生活の維

持と意欲の向上を図ることが

できる。 

地域住民が余剰食品を寄付

することでＳＤＧｓに対する

意識が高まることも期待でき

る。 
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４ 高齢者能力開発情報センター事業              １０千円〔３０千円〕 
内訳（会費：10 千円） 

    高齢者の能力の開発や向上を図るため、各種相談に応じるとともにその能力に応じた就労斡旋の機

会の確保及び高齢者の生きがい対策に資するために実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）就労斡旋事業及び福祉情報等

サービス事業の推進 

 

 

（２）高齢者無料職業紹介所事業の

推進 

 

 

求人の開拓、事業の啓発及び高

齢者に関する情報等を収集し提

供する。 

 

６５歳以上の高齢者への求職

申し込みに対して就労の場を提

供する。 

 

高齢者の生きがい対策等

につながる。 

 

 

高齢者の知識及び経験を

社会に役立たせることがで

きる。 

 

 

５ 資金貸付事業                 ７，８２７千円〔７，７６２千円〕 
内訳（償還金：623 千円、繰越金：7,197 千円、利息：7 千円） 

    資金の貸し付けを通して経済的な自立を図ることによって、住民の地域での安定した生活ができる

よう支援する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）小口福祉資金の貸付 

 

 

 

（２）生活安定対策資金の貸付 

 

 

 

 

低所得世帯が様々な事情によ

り不時の出費が必要となった場

合に貸付を行う。 

 

低所得世帯に対して必要な資

金貸付を行う。 

 

 

 

 世帯の自立を支援するこ

とができる。 

 

 

経済的な自立及び生活意

欲の助長促進を図り、安定し

た生活を営めるよう支援す

ることができる。 

 



 

24 
 

【共同募金事業】 

１ 一般共同募金配分金事業          １０，７６３千円〔１１，１６７千円〕 

    山口県共同募金会からの配分金により、高齢者、障害者・児、児童青少年福祉及び福祉育成・援助

活動等に対し、次の事業を実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）老人福祉活動事業の推進 

①敬老会の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）障害者・児福祉活動事業の推進 

①新規身体障害者手帳取得

者及び新規療育手帳取得者

の支援 

 

 

新②障害者スポーツ振興事業             

    の支援 

 

③障害児童・生徒の卒業記念

品贈呈 

 

 

④障害者福祉啓発セミナー

の開催 

 

 

 

 

（３）児童・青少年福祉活動事業の

推進 

①新生児の支援 

 

 

 

 

 

７５歳以上の高齢者を対象に

各地区等で実施される敬老会行

事等に対応して地区社会福祉協

議会に助成を行い、活動を支援す

る。 

 

 

 

 

  

６５歳未満の身体障害者手帳

１級取得者及び療育手帳Ａ取得

者の新規取得時に支援金により

障害者を支援する。 

 

 障害者スポーツの開催にあた

り活動費を助成して支援する。 

  

総合支援学校等の卒業生に対

し、卒業生を送る会で卒業記念品

を贈呈する。 

 

障害者週間の啓発と障害者福

祉への理解促進のため、10～11

月に障害者福祉啓発セミナーを

地域福祉(福祉の輪づくり運動)

推進セミナーと合同で開催する。 

 

 

 

赤ちゃん文庫として、本年度に

誕生する新生児全員を対象とし

て、母子保健推進員による生後２

か月の家庭訪問時に、山口県の絵

 

 

７５歳以上の高齢者を敬

い、長年の尽力に感謝の意を

伝えることができるととも

に、身近な地域における交流

の増加が期待できる。また、

地区内の施設と連携するこ

とで今後の地域福祉活動の

推進が期待できる。 

 

  

社会参加の一助への機会

となることが期待できる。 

 

 

 

 障害者の社会参加促進を

図ることができる。 

 

卒業記念品の贈呈により、

新しい環境で活躍する意欲

を高めることができる。 

 

 障害者福祉への理解を深

め、共生社会への実現につな

がる。 

 

 

 

 

 

絵本の読み聞かせをする

ことで未来を担う子どもの

健やかな成長につながる。 

母子保健推進員が訪問す
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②海水浴場へ救急薬品贈呈 

 

 

 

③小学校新入学児童のお祝

品贈呈 

 

 

 

 

 

  ④赤い羽根共同募金のイラ

スト募金箱コンテスト 

 

 

 

（４）福祉育成・援助活動事業の推進 

①地区社会福祉協議会活動

への支援 

 

 

②被災世帯の支援 

 

 

 

   ③生活困窮者支援事業 

 

 

④団体活動の支援 

 

 

   ⑤広報活動の拡充 

 

 

 

 

 

新⑥福祉教育の支援 

本作家作品を含めた絵本を贈呈

する。 

 

 ７月の海開きにあたり富海と

野島海水浴場へ救急薬品を贈呈す

る。 

 

 令和７年度の小学校新入学児

童全員に連絡帳入りクリアケー

スを贈呈する。 

 

 

 

 

共同募金に関する募金箱のイ

ラストを募集する。 

 

 

 

 

地区社会福祉協議会に地域福

祉活動強化事業費として助成活

動を支援する。 

 

 被災世帯に対する支援として、

全焼及び半焼等に応じて見舞金

により支援する。 

  

生活困窮者に対して、緊急に必

要な資金を支給する。 

 

 地域自治会連合会等に活動費

を助成して活動を支援する。 

 

２月に発行の広報紙を共同募

金お礼号として発行する。 

 ホームページ及びＳＮＳを活

用し、市社協の取り組みや地域活

動を発信する。 

 

 小学生を中心に地区社協・地区

ることにより産後うつ等の

相談に応じることができる。 

  

安全・安心につながり、け

が等に対して早急に対応す

ることができる。 

 

 児童、学校及び家庭の連携

を日頃から図り、つながりを

強化することで、SNS の発達

に伴い急に発生する課題（虐

めなど）に対応をすることが

期待できる。 

 

共同募金を身近に感じる機

会をつくることで、共同募金

への理解及び募金運動への協

力が期待できる。 

 

 

地域福祉活動の充実を図

ることができる。 

 

 

 被災世帯にとって生活再

建への一助となるとともに

生活不安の軽減につながる。 

  

ライフラインの確保等一

時的に生活の支援ができる。 

 

団体の自主的な活動にお

ける継続性が期待できる。 

 

共同募金の取組状況や使

途の情報発信による共同募

金運動の活性化が期待でき

る。 

 

 

 小学校から福祉教育を取
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新⑦防府市文化福祉会館閉館

イベントの開催 

 

 

 

 

 

 

（５）ボランティア活動育成事業の

推進 

①夏休みボランティア体験

の開催 

 

 

 

 

 

②夏休み親子福祉体験教室

の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ボランティアコーナー運

営事業 

 

 

 

 

④市民手話講習会の開催 

 

 

民児協と共に車いす体験など福

祉教育を実践する。 

 

 

  

防府市文化福祉会館が閉館す

るにあたり、これまでの思い出づ

くりと感謝を込めたイベントを

行政と協働して開催する。 

 

 

 

 

 

 

ボランティア体験月間の啓発と

して、７～８月にワークキャンプ

（福祉施設体験学習）を開催する。

 

 

 

 

ボランティア体験月間の啓発と

して８月頃に親子を対象とした福

祉体験を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

週２回ボランティアアドバイ

ザーを配置して、ボランティアに

関心のある人に対し、情報提供及

び情報交換の場を提供する。 

 

 

手話の入門編として、市民手話

講習会を令和７年２月～３月に

開催する。 

り入れることで障害者の方

の困りごとなどを自ら学び、

共に生きる力を育むことが

できる。 

 

 ボランティア団体や福祉

施設と連携・協働して取り組

むことで、市民の福祉活動へ

の理解を促す。 

また共同募金協力企業と

連携し、募金活動の活性化を

図ることができる。 

 

 

 

児童や中、高生がボランテ

ィアや福祉体験を通じて福

祉に対する理解を深め、障害

者や高齢者に対する心配り

や接し方を学ぶことができ

る。 

 

 児童とその保護者が福祉に

対する理解を深めることがで

き、親子の交流にもつながる。

 

 

 

 

 

 

 

気軽にボランティアの相談

ができ、ボランティア同士の 

交流の活性化により活動の

開始及び継続した活動へと

つながる。 

 

手話を使ったコミュニケ

ーションを学ぶことで、障害

者への理解を深めることが
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  新⑤災害ボランティアセン 

ター運営スタッフ養成講

座 

 

 

災害支援アプリ「キントーン」

を利用したスタッフ養成講座・訓

練を開催する。 

できる。 

 

 

 

 

 

  

キントーンの活用を踏ま

えた災害ボランティアセン

ターの運営ができる。 

 

２ 歳末たすけあい配分金事業            ５，１００千円〔５，１００千円〕 

歳末たすけあい運動による募金で次の事業を実施する。 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）生活困難世帯の支援 

 

 

（２）児童養護施設の支援 

 

 

 

（３）地域の居場所、孤立防止のつ

ながり活動の支援 

 

 

 

 

（４）地域福祉活動の支援 

 

 

 

 

 

（５）ひとり親世帯の受験生支 

   援 

 

 

生活困難世帯（生活保護世帯を除

く）に対して、義援金を配付する。

 

市内の児童養護施設入所児と

退所する児童に対して、義援金を

配付する。 

 

年末年始にクリスマス会、忘年

会及び新年会を兼ねて開催され

るふれあい・いきいきサロンに対

して、義援金（市内共通商品券）

を配付する。 

 

歳末の時期に在宅ひとり暮ら

し高齢者等に対して、地区の特性

を生かした事業を展開してもら

えるよう地区社会福祉協議会の

事業活動に配分する。 

 

 ひとり親世帯の受験生に対し、

大学、専門学校等の入学検定料の

補助を行う。 

 

 

義援金を配付することに

よって、明るい年末年始を迎

えることができる。 
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【団体事務受託業務】 
 

事業計画 事業の概要 期待できる効果 

 

（１）防府市民生委員・児童委員協

議会事務局の業務 

 

 

（２）山口県共同募金会防府市共同

募金委員会事務局の業務 

 

 

（３）防府市社会福祉法人地域公益

活動推進協議会事務局の業務 

 

 

防府市民生委員・児童委員協議

会の運営及び事業に関わる業務

を行う。 

 

山口県共同募金会防府市共同

募金委員会の運営及び事業に関

わる業務を行う。 

 

 市内にある社会福祉法人が情

報交換するとともに、連携、協働

して地域公益事業等を行う。 

 

 

民生・児童委員活動の充実

及び社協との連携・協働の推

進につながる。 

 

市共募委員会と社協との連

携・協働の推進につながる。 

 

 

 把握した福祉ニーズに社

会福祉法人が協力して取り

組むことにより課題解決に

つながる。 

 

 

 


